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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１２月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１月１８日 ０８時００分ごろ 

発生場所 関門港門司区（福岡県北九州市和
め

布
か

刈
り

公園沖） 

  門司埼灯台から真方位２１４°３５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.６′ 東経１３０°５７.７′） 

事故の概要 遊漁船愛
あい

幸
こう

丸は、北進中、プレジャーボート一
いっ

徳
とく

丸は、漂泊中、両

船が衝突した。 

一徳丸は、船長及び同乗者２人が負傷し、船体に圧壊が生じ、ま

た、愛幸丸は、船体に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  遊漁船 愛幸丸、５トン未満 

     ２９３－２５７２７福岡、個人所有 

     １０.５９ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

     ディーゼル機関、２２０.６５kＷ、平成４年５月 

Ｂ  プレジャーボート  一徳丸、５トン未満 

      ２９２－４０５１４山口、個人所有 

      ６.８９ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３５ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、６２.５２kＷ、平成８年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ６８歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和５７年１月８日 

        免許証交付日  平成２４年１２月３日 

                      （平成２９年１２月１７日まで有効） 

Ｂ  船長Ｂ 男性 ７２歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和５１年４月３０日 

        免許証交付日  平成２３年１０月４日 

                      （平成２９年５月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 ３人（船長Ｂ、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２） 
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 損傷 Ａ  船首部に擦過傷 

Ｂ  右舷中央部外板に圧壊 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向  東、風力  ２、視界 良好 

海象：海上  平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、平成２７年

１月１８日０８時ごろ、関門港門司区門司第２船だまり防波堤西方沖

の釣り場を出航し、手動操舵により約８ノットの対地速力で山口県

満珠
まんじゅ

島方面の釣り場に向けて北進した。 

船長Ａは、発進時に、関門橋付近に漂泊中の釣り船約１０隻を認め

たが、海上が平穏でほとんど流れがない場所にいたので移動すること

はないものと思い、釣り船の間を航行することとした。 

船長Ａは、船首方にいる釣り船２隻の間が約１０ｍあったので、安

全に通過できると思い、航行を続けていたところ、船首にいた釣り客

の停止を意味する動作を見て、減速したが、僅かな衝撃を感じて船底

を上にした船を右舷側に見たので衝突したと思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人（以下「同乗者Ｂ１」

及び「同乗者Ｂ２」という。）を乗せ、０７時５０分ごろほとんど流れ

がない和布刈公園沖において、船首を南東方に向け、機関を中立にし

てアイドリング状態で漂泊を開始した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者２人と共に釣りの準備を行っていたとこ

ろ、右舷方至近にＡ船を認めたが、どうすることもできず、０８時０

０分ごろＢ船右舷中央部とＡ船船首部とが衝突し、転覆した。 

船長Ｂ及び同乗者２人は、Ａ船及び他船により救助され、通報を受

けて門司第２船だまりの岸壁で待機していた救急車により病院に搬送

され、船長Ｂが左外傷性肋骨骨折等と、同乗者Ｂ１が臀
でん

部打撲傷等

と、同乗者Ｂ２が誤嚥
えん

性肺炎とそれぞれ診断され、６日～１０日間の

入院を要した。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 船長Ａは、ふだん、約２ｍの船首浮上による死角を補うため、時

折、操舵室の天井から顔を出して見張りを行っていた。 

船長Ｂは、沿岸にも近く、付近には漂泊中の釣り船が約４隻いたの

で、航行する船が避けて行くものと思っていた。 

船長Ｂ及び同乗者２人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  あり、Ｂ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ船は、関門港門司区の和布刈公園沖において、釣り場に向かうた

め北進中、船長Ａが、船首方にいる釣り船２隻の間を安全に通過でき

ると思い、船首方の死角を補う見張りを行っていなかったことから、
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Ｂ船と接近する態勢であることに気付かずに航行し、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

船長Ａは、海上が平穏でほとんど流れがない上に船首方にいる釣り

船２隻の間が約１０ｍであったことから、安全に通過できると思った

ものと考えられる。 

Ｂ船は、関門港門司区の和布刈公園沖において、漂泊中、船長Ｂ

が、航行する船が漂泊中の船を避けて行くものと思い、周囲の見張り

を適切に行っていなかったことから、右舷方から接近するＡ船に気付

くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、沿岸にも近く、付近には漂泊中の釣り船が約４隻いたこ

とから、航行する船が避けて行くものと思い、周囲の見張りを適切に

行っていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、関門港門司区の和布刈公園沖において、Ａ船が北進中、

Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、船首方にいる釣り船２隻の間を安全に通過

できると思い、船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、

Ｂ船と接近する態勢であることに気付かずに航行し、また、船長Ｂ

が、航行する船が漂泊中の船を避けて行くものと思い、周囲の見張り

を適切に行っていなかったため、右舷方から接近するＡ船に気付くの

が遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に他船を見掛けた場合には、死角を補う見張りを適切に行

うこと。 

・漂泊中においても見張りを適切に行うこと。 

 



- 4 - 

付図１  事故発生経過概略図 

 

 

Ａ船 

Ｂ船（漂泊） 

Ａ船 

Ａ船進路 

福岡県北九州市 

事故発生場所 

（平成２７年１月１８日 ０８時００分ごろ発生） 

和布刈公園  


